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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）…
一

○
東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
会
計
管
理
局
管
理
部
会
計
企
画
課
）…
一

○
東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

告

示

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
三

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
七

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
八

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
九

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
一二

告

示
（
下
水
）

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一三

公

告

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
…
一三

規

則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
掲
げ
る
健
康
診
断
が
」
を
「
掲
げ
る
健
康
診
断
又
は
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
い
う
。
同
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
が
」
に
、
「
当
該
健
康
診

断
」
を
「
当
該
健
康
診
断
等
」
に
、
「
健
康
診
断
の
結
果
」
を
「
健
康
診
断
等
の
結
果
」
に
改
め
、
同

条
の
表
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
一
号

東
京
都
会
計
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
十
号
中
「
用
品
購
入
代
金
自
動
振
替
シ
ス
テ
ム
」
を
「
用
品
シ
ス
テ
ム
」
に
、
「
用
品

（
」
を
「
都
が
行
う
用
品
（
」
に
改
め
、
「
の
購
入
代
金
の
各
会
計
か
ら
の
支
出
及
び
用
品
調
達
基
金

へ
の
収
入
」
を
削
り
、
「
振
替
整
理
」
を
「
処
理
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
振
替
収
支
命
令
書
」
の
下
に
「
（
当
該
振
替
収
支
命
令
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
用
品
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
記
録
し
た
」

の
下
に
「
用
品
シ
ス
テ
ム
及
び
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
用
品
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
た
内
容
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
会
計
管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
命
令
書
が
用
品
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
場
合
は
、

会
計
管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
、
特
に
」
を
「
特
に
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
収
納
す
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
会
計
管
理
者
が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
八
条
第
三
項
中
「
用
品
購
入
代
金
自
動
振
替
シ
ス
テ
ム
」
を
「
用
品
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
二
中

「

会
計
管
理
局

上
記
の
と
お
り
通
知

し
ま
す
。

調
査

課
長

を
」

「

上
記
の
と
お
り
控
除
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

会
計
管
理
者

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中

「

会
計
管
理
局

を

上
記
の
と
お
り
通
知

し
ま
す
。

調
査

課
長

」

「

上
記
の
と
お
り
更
正
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

会
計
管
理
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
会
計
事
務
規
則
別
記
第
十
七
号
様

式
の
二
及
び
第
二
十
一
号
様
式
の
二
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
な
お
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使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号

東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

用
品
シ
ス
テ
ム

都
が
行
う
用
品
に
関
す
る
事
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
つ
て
処
理
す

る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

第
十
五
条
の
表
中
「
配
送
」
を
「
納
入
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
押
印
し
た
も
の
」
を
「
及
び
署
名
し
、
又
は
押
印
し
た
も
の
（
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
も
の
を
記
録
し
た
用
品
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
署
名
又
は
押
印
（
用
品
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
こ
れ

ら
に
相
当
す
る
も
の
を
電
磁
的
に
記
録
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
さ
せ
た
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
甲
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１０
出
納
通
知
欄
、
受
領
欄
及
び
物
品
出
納
員
審
査
欄
に
は
、
署
名
し
、
又
は
押
印
す
る
こ
と
。

別
記
第
三
号
様
式
乙
中
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
甲
中
「

」
及
び

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

３
物
品
管
理
者
欄
及
び
物
品
出
納
員
欄
に
は
、
署
名
し
、
又
は
押
印
す
る
こ
と
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
物
品
管
理
規
則
の
様
式
（
こ
の
規

則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正

を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七

号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

港
南
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

港
区
港
南
四
丁
目
五
番

高
層
耐
火

四
二
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

丸
山
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

中
野
区
丸
山
二
丁
目
二
十
四
番

同
右

四
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

三
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

堤
通
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

墨
田
区
堤
通
一
丁
目
十
八
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
三
戸

二
八
、
三
〇
〇
円

八
五
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
九
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

九
九
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
九
、
二
〇
〇
円

一
一
七
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
九
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
七
、
〇
〇
〇
円

一
四
一
、
三
〇
〇
円

八
幡
山
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１６
号
棟
）

世
田
谷
区
八
幡
山
三
丁
目
三
十
七

番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
三
戸

三
二
、
〇
〇
〇
円

七
三
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
七
戸

三
七
、
四
〇
〇
円

八
五
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
四
、
四
〇
〇
円

一
〇
二
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
三
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
三
、
三
〇
〇
円

一
二
二
、
三
〇
〇
円

八
幡
山
三
丁
目
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１８
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
三
戸

三
二
、
〇
〇
〇
円

七
三
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
七
、
四
〇
〇
円

八
六
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
四
、
四
〇
〇
円

一
〇
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
三
〇
〇
円

一
〇
二
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
三
、
二
〇
〇
円

一
二
二
、
五
〇
〇
円

谷
在
家
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

足
立
区
谷
在
家
三
丁
目
二
十
二
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

二
八
、
〇
〇
〇
円

九
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
二
、
七
〇
〇
円

一
〇
五
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

三
八
、
七
〇
〇
円

一
二
五
、
二
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
十
二
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

谷
在
家
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

二
八
、
〇
〇
〇
円

九
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
二
、
七
〇
〇
円

一
〇
五
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
八
、
七
〇
〇
円

一
二
五
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
六
、
四
〇
〇
円

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

西
瑞
江
四
丁
目
第
４
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

江
戸
川
区
西
瑞
江
四
丁
目
二
十
四

番
地

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

二
九
、
八
〇
〇
円

七
九
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

三
四
、
八
〇
〇
円

九
三
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
一
、
四
〇
〇
円

一
一
〇
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
一
、
二
〇
〇
円

一
一
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
九
、
六
〇
〇
円

一
三
二
、
六
〇
〇
円

西
瑞
江
四
丁
目
第
４
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

二
九
、
八
〇
〇
円

八
〇
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
四
、
八
〇
〇
円

九
三
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
一
、
二
〇
〇
円

一
一
一
、
〇
〇
〇
円



（第18438号）東 京 都 公 報令和7年11月28日（金曜日）９

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
四
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

代
田
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

世
田
谷
区
代
田
一
丁
目

十
番

九
区
画

保
木
間
第
５
ア
パ
ー
ト
第

１
駐
車
場

足
立
区
南
花
畑
五
丁
目

十
五
番

六
〇
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

浮
間
三
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

北
区
浮
間
三
丁
目
四
番

五
六
区
画

西
瑞
江
四
丁
目
第
４
ア
パ

ー
ト
駐
車
場

江
戸
川
区
西
瑞
江
四
丁

目
二
十
四
番
地

四
六
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

堤
通
一
丁
目
第
２
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

墨
田
区
堤
通
一
丁
目
十

八
番

一
〇
区
画

八
幡
山
三
丁
目
第
２
ア
パ

ー
ト
駐
車
場

世
田
谷
区
八
幡
山
三
丁

目
三
十
七
番

二
八
区
画

谷
在
家
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

足
立
区
谷
在
家
三
丁
目

二
十
二
番

一
九
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
八
潮
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

ひ

物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

そ
の
他

こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
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域
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。



（第18438号）東 京 都 公 報令和7年11月28日（金曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
北
篠

崎
二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物



令和7年11月28日（金曜日）東 京 都 公 報（第18438号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

府
中
町
田

二

変
更
の
区
間

町
田
市
小
野
路
町
字
下
堤
千
七
百
七
十
五
番
二

地
先
か
ら
同
所
千
七
百
八
十
四
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第18438号）東 京 都 公 報令和7年11月28日（金曜日）１３

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
六
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
南
部
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
六
日

二

下
水
を
排
除
及
び

処
理
す
べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

合
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

大
田
区
大
森
南
五
丁
目
二
番
二
十
五
号

森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

全
部
告
示
区
域

一
部
告
示
区
域

大
田
区

本
羽
田
三
丁

目

九
番

十
番

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
七
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
（
雨
水
）
を
排
除
及

び
処
理
す
べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
南
部
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
六
日

二

下
水
（
雨
水
）
を

排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

分
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

大
田
区
大
森
南
五
丁
目
二
番
二
十
五
号

森
ヶ
崎
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

一

部

告

示

区

域

世
田
谷

区

上
祖
師
谷
七

丁
目

七
番
及
び
十
二
番
か
ら
十
四
番
ま
で

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

日
東
石
油

株
式
会
社

三
沢

光
一

大
田
区
平
和
島
五
丁

目
二
番
二
十
八
号

令
和
七
年
十
月

一
日
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